
承認第６号の資料 

「寒河江市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」の改正要旨 

税目 条  項 条 例 見 出 し 改 正 要 旨 改 正 前 改 正 後 

 

国

民

健

康

保

険

税 

第３条 課税額 子ども・子育て支援納付

金課税額の創設、及び課

税限度額の設定 

－ ３万円 

基礎課税限度額の改正 ６６万円 ６７万円 

第１０条の４ 国民健康保険の被保険者に

係る子ども・子育て支援納

付金課税額の所得割額 

子ども・子育て支援納付

金課税額の設定 

（所得割額の税率） 

－ 
１００分の 

０．２９ 

第１０条の５ 国民健康保険の被保険者に

係る子ども・子育て支援納

付金課税額の被保険者均等

割額 

子ども・子育て支援納付

金課税額の設定 

（均等割額） 

－ １，３００円 

第１０条の６ １８歳以上被保険者に係る

子ども・子育て支援納付金

課税額の１８歳以上被保険

者均等割額 

子ども・子育て支援納付

金課税額の設定 

（１８歳以上均等割額） 

－ １００円 

第１０条の７ 国民健康保険の被保険者に

係る子ども・子育て支援納

付金課税額の世帯別平等割

額 

子ども・子育て支援納付

金課税額の設定 

（世帯別平等割額） 

－ ８００円 

第１１条 国民健康保険税の減額 基礎課税限度額の改正 ６６万円 ６７万円 

子ども・子育て支援納付

金課税限度額の創設 

－ ３万円 

軽減判定所得基準額の

改正 （５割軽減） 

３０．５万円 ３１万円 

軽減判定所得基準額の

改正 （２割軽減） 

５６万円 ５７万円 

１８歳未満被保険者に

係る子ども・子育て支援

納付金課税額均等割額

の１０割軽減 

－ 創設 

附則 第４項

～１４項 

（第６項を除く） 

（略） 子ども・子育て支援納付

金課税額の創設に伴う

所要の改正 

（課税の特例） 

－ 「第１０条

の４」（子ど

も分の所得

割額）を追記 

 


